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広報いちのへ（お知らせ版）    1

くらし安全安心だより～天皇陛下退位に便乗した商法にご注意を～

【相談事例】（70 歳代・女性）
　見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる、
天皇陛下のアルバムを買わないか」と電話があっ
た。興味があり話を聞き、最終的に断ったが一方
的にアルバムが配送され、夫が受け取ってしまっ
た。
【アドバイス】

　天皇陛下の退位に便乗し、アルバムや掛け軸な

どの購入を電話で持ちかけられたと相談が寄せら
れています。話を聞いてしまうと断りにくくなり
ます。購入する気が無い場合は早めにはっきりと
断りましょう。また、注文していない商品が届い
た場合は、代金を支払わず受け取り拒否をしましょ
う。「誰が注文したか分からない荷物は受け取らな
い」というルールを家族で共有しましょう。
問二戸消費生活センター　☎ 23-5800

　町営住宅への入居者を募集します。
■対象住宅
①大観森第 2 住宅　1 戸（一戸字小井田 61）
　・家賃　4,200 円～ 6,300 円程度
　・2K（簡易耐火構造平屋建て長屋、S43 築）
②岩館第 1 住宅　1 戸（岩館字馬場平 64-18）
　・家賃　23,800 円～ 35,500 円程度
　・3DK（木造 2 階建て長屋、H9 築）
③小鳥谷駅前南住宅　1 戸（小鳥谷字中屋敷 1-81）
　・家賃　22,200 円～ 33,000 円程度
　・3DK（木造 2 階建て長屋、H12 築）
④奥中山第 2 住宅　1 戸（奥中山字西田子 1356-1）
　・家賃　10,300 円～ 15,300 円程度
　・3DK（簡易耐火構造平屋建て長屋、S53 築）
　※対象住宅への入居は、5 月 7 日㈫から可能です。
■申込期間
　 　2 月 27 日㈬～ 3 月 19 日㈫までに申込書を地

域整備課へ提出
■対象
　① 世帯の月額所得が 158,000 円以下、

高齢者世帯・身体障がい者世帯な
どは 214,000 円以下

　②住宅に困窮していること
　③町税などを滞納していないこと
問地域整備課　☎ 33-2111　内線 282

町営住宅 4カ所が対象
入居者を募集

　平成 30 年度に国民年金保険料の学生納付特例を
受け、平成 31 年度も在学予定の人は、3 月末に送
付される申請書（ハガキ）を記入し、返送するだ
けで更新手続きができます。
　制度を利用せず保険料の納付を希望する場合や、
学校が変わった場合は再度申請が必要になります
ので、年金事務所や税務町民課にご連絡ください。
■申請時の持ち物
　・本人確認書類
　　 公的機関発行の顔写真付証明書 1 点（運転免

許証、パスポートなど）、またはそのほかの証
明書 2 点（健康保険証など）

　・認印
　・マイナンバー確認書類（通知カードなど）
問税務町民課　☎ 33-2111　内線 114

国民年金保険料の学生納付特例の
更新がハガキでできます

　4 月から町税などの口座振替の金融機関にゆう
ちょ銀行が追加されます。
　ゆうちょ銀行口座での口座振替を希望する場合
は、同銀行での申込みが必要になります。手続きの
方法など詳しくは税務町民課までご連絡ください。
問税務町民課　☎ 33-2111　内線 121,122

4 月から町税などの口座振替が
ゆうちょ銀行でも可能になります
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2    広報いちのへ（2 月 22 日号）

　裁判員制度が 10 周年を迎えるにあたり、裁判
員制度への関心を高めることを目的にキャッチコ
ピーを募集します。応募作品は優秀作品を表彰す
るほか、裁判所庁内に展示するなど裁判員広報に
使用されます。
■募集内容
　 　裁判員制度に思うこと、これからの裁判員

制度に期待することなどの視点で作成された
キャッチコピー
■募集期間　3 月 20 日㈬まで
■応募方法
　 　応募用紙を記入し、裁判所 1 階にある回収ボッ

クスに投函するか、盛岡地方裁判所事務局総務
課まで郵送または FAX で応募（1 人何点でも、1
通で複数の応募も可）。

問盛岡地方裁判所事務局総務課　☎ 019-622-3342
　〒 020-8520　盛岡市内丸 9 番 1 号
　FAX：019-652-4088

裁判員制度 10周年
キャッチコピーを募集

　3 月 1 日～ 7 日は建築物防災週間です。県では、
災害発生時に著しい被害が発生する恐れのある建
築物を中心に、市町村や消防などと共同で防災査
察を実施し、点検や指導を行います。
　期間中は防災相談所を設置しますので、建築に
関する地震対策や火災など、建築物の防災に関す
る相談に応じますので、下記にご連絡ください。
問県土整備部建築住宅課　☎ 019-629-5936
　二戸土木センター　☎ 23-9209

3 月 1日～ 7日は建築物防災週間
期間中は防災相談所を設置

奨学生・就学援助を希望する人へ

◉一戸町育英会奨学生を募集
　 　町内に居住する人の子どもで、大学や高等学

校、各種学校などに在学（予定）し、経済的理
由で修学困難な優良学生・生徒を支援します。
■受付期間　3 月 25 日㈪まで
■金額
　▷高校生　月額 15,000 円以内
　　　　　　※一戸高校は 30,000 円
　▷大学生、各種学校生など　月額 50,000 円以内
■免除
　 　卒業後に町内で町が指定する職種に就職、貸

与期間中に文化・スポーツで活躍したときなど、
返還が免除される場合があります。

◉公益信託田村清蔵記念奨学基金奨学生を募集
　 　町内に居住する人の子どもで、大学などに在学

（予定）し、経済的理由で修学困難な優良学生を支
援します。奨学金は給付で返還義務はありません。
■受付期間　3 月 25 日㈪まで　
■金額　月額 15,000 円
※ 各奨学金の願書などは各学校や学校教育課にあ

ります、提出は学校教育課へ。
◉就学援助申請
　 　経済的な理由で修学困難な児童生徒の保護者

に、学用品などを助成します。詳しくは各小中
学校に問い合わせください。

問学校教育課　☎ 33-2111　内線 505

　町文化協会が発行する機関紙「いちのへ」への原稿
を募集します。詳しくは下記に問い合わせください。
■内容
　　随筆・短歌・俳句・体験記など
■応募方法
　　3 月 5 日㈫までに下記に提出
■投稿規定
　 　原稿は 3,000 字以内。住所、氏名、電話番号を

記入してください。
問コミュニティセンター　☎ 31-1400
　町文化協会事務局 田頭　☎ 32-2204

文化協会機関紙「いちのへ」への
原稿を募集

　人事院では、国家公務員採用総合職
試験（院卒者試験・大卒程度試験）お
よび一般職試験（大卒程度試験）を実
施します。
▷総合職試験
　■申込方法
　　 　3 月 29 日㈮ 9：00 ～ 4 月 8 日㈪までにイン

ターネットで申込み
　■第 1次試験日　4 月 28 日㈰
▷一般職試験
　■申込方法
　　 　4 月 5 日㈮ 9：00 ～ 4 月 17 日㈬までにイン

ターネットで申込み
　■第 1次試験日　６月 16 日㈰
　詳しくは HP や下記に問い合わせください。
問人事院東北事務局　☎ 022-221-2022

国家公務員採用総合職試験、
一般職試験を実施します


